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教育委員会 

 

第１ 監査の概要 

 １ 監査の種類    定期監査及び行政監査 

 ２ 監査対象     教育委員会（小中学校除く） 

 ３ 事前調査期間   平成２６年１０月 ３日から平成２６年１０月２２日まで 

 ４ 監査期間     平成２６年１１月１１日から平成２６年１１月１８日まで 

 ５ 監査対象年度   平成２５年度 

 ６ 監査対象事項   財務事務等 

 ７ 監査方法     財務事務等が法令等に基づき適正かつ効率的に行われているかなどに重

点をおいて、関係帳簿・書類の抽出調査、実査及び監査調書に基づく質問

により行った。 

 

第２ 監査対象の概要 

   教育委員会１０課等（中間組織は所管する所属に含める）の主な業務内容及び職員数（平

成２６年１０月１日現在）は、次のとおりである。 

 【教育総務課】 

    教育委員会の会議、主要事業の企画調査、予算・事務の調整、市費支弁職員の人事・給

与・福利厚生・服務・研修、嘱託の委嘱・解嘱、規則・諸規程の制定改廃、議会の議決を

経るべき議案、文書事務・公印管守、補助執行、通学区域の設定・変更、学校運営の指導

助言、広報・統計、教育行政に関する相談、私立学校の助成、四日市市奨学会、小菅科学

教育振興基金に関する業務等を所掌する。 

                      （職員１５名、再任用職員１名、嘱託職員１名） 

 【教育施設課】 

    教育財産の取得・管理・貸借、学校施設の国の負担、教育施設の調査・計画、教育施

設・設備の整備・補修に関する業務等を所掌する。 

                                     （職員１１名） 

 【社会教育課】 

    文化財の調査・研究・保存・活用・資料収集・保存施設、市指定文化財の指定・解除・

管理、文化財保護審議会、国・県指定文化財の管理、その他文化財の保護、社会教育委員、

学校施設開放、その他社会教育に関する業務等を所掌する。 

（職員９名、嘱託職員２名） 

 【スポーツ課】 

    運動施設の運営管理・調査・計画、ドーム施設の運営管理・利用促進・事業の企画立案、

スポーツの振興・奨励、スポーツ関係事業の計画・実施、スポーツ推進審議会・スポーツ推

進委員、スポーツ団体・レクリエーション団体の指導育成、学校体育施設の開放に関する業

務等を所掌する。 

                              （職員９名、再任用職員１名） 
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  【図書館】 

図書館運営の企画調整、施設・設備の維持管理、図書管理システムの管理運営、図書館

資料の収集計画・統計・収集・整備、図書館協議会、広報、展示、資料の利用、自動車文

庫、相談事務、資料の複写、利用者の秩序維持、資料の選択・整理・保管、講座・行事、

ボランティア団体、利用統計、図書館奉仕に関する業務、文書の収受、発送・保存・公印

の管守等を所掌する。 

（職員８名、再任用職員３名、嘱託職員４名） 

 【博物館】 

    博物館事業の調整・運営、調査・統計・報告、博物館協議会、施設の維持管理・館内の

秩序維持、施設の使用許可、観覧券の発売・入館者の受付・案内、楠歴史民俗資料館、特

別展示の企画・開催、常設展示・特別展示の利用者への説明指導、博物館資料の収集・保

管・展示・貸出・利用・調査研究・報告書の刊行頒布、講演会・講習会・研究会の開催、

博物館資料の購入・受贈・受託、広報、プラネタリウムの映写・天体観測、天文知識の普

及・啓発、天文資料の収集・保管・展示・調査研究、移動天文車に関する業務等を所掌す

る。 

                        （職員９名、兼務職員１名、嘱託職員１名） 

 【学校教育課】 

    市立小学校・中学校の運営管理、就学、学校運営に係る経費の計画・運用、就学援助・

特別支援教育就学奨励及び就園奨励、学校の組織、教職員の人事、教職員の免許・服務、

学校の保健衛生、学校医・学校歯科医・学校薬剤師、独立行政法人日本スポーツ振興セン

ター、学校給食、学校保健会の助言育成に関する業務等を所掌する。 

                              （職員１５名、嘱託職員３名） 

 【人権・同和教育課】 

    学校人権・同和教育に関する計画・立案・評価、学校人権・同和教育の推進、学校人

権・同和教育に係る関係機関・団体等との連絡調整に関する業務等を所掌する。 

                              （職員１１名、嘱託職員４名） 

 【指導課】 

    学校教育の指導助言、教育課程、教科書その他教材の取扱、教育指導に関する資料の作

成・刊行、生徒指導に係る指導助言・調査・報告・相談業務・保護矯正機関との連絡調整、

児童・生徒の非行化防止事業に関する業務等を所掌する。  

             （職員１５名、再任用職員１名、嘱託職員３名、英語指導員１１名） 

 【教育支援課】 

    教育関係職員の研修、教育用コンピュータ機器の整備・運用支援、教育課題に係る調

査・研究、三泗教育研修運営委員会、就学支援・特別支援教育、教育相談、不登校児童生

徒の適応指導、教育センター・視聴覚センター、その他教育に関する調査・研究・研修に

関する業務等を所掌する。 

                                （職員２０名、嘱託職員４名） 

 

第３ 監査結果 

   財務に関する事務の執行及び事務事業の執行並びに行政監査として時間外勤務の状況、業務
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執行上懸案となっている事項、内部事務管理と内部牽制体制の構築状況、１者単独随意契約

（委託料）の状況について監査の結果、次の指摘事項及び意見のとおり、是正又は改善を要す

るものなどが見受けられた。今後の事務執行にあたっては、これらに十分留意するとともに、

その措置を講じるよう要望する。 

   なお、措置を講じたときは、遅滞なく報告されたい。 

 

 １ 指摘事項 

 

 ＜各課共通事項＞ 

 （１）支出事務について 

    次のとおり不適切な事例が見受けられた。不備のない書類の提出を求め、受領時には十分

確認するとともに、適切な事務処理を行うこと。 

  ア 請求書、納品書、見積書、領収書の日付漏れ。 

     上記対象課～【教育施設課】【スポーツ課】【図書館】【博物館】 

  イ 請求先、債権者の住所、代表者名、代表者印漏れ。 

     上記対象課～【スポーツ課】【図書館】 

  ウ 請求書、納品書、見積書、委託業務完了報告書、委託業務日誌、実績報告書の日付や件名

などの砂消しなどによる字句訂正、鉛筆書き。 

     上記対象課～【教育総務課】【社会教育課】【博物館】【学校教育課】 

【人権・同和教育課】【指導課】 

 （２）文書管理について 

    次のとおり不適切な事例が見受けられた。不備のない適切な事務処理を行うこと。 

  ア 砂消しや修正テープなどによる字句訂正、数字の一部訂正、文字を重ねて字句訂正、訂正

印漏れ。 

     上記対象課～【教育総務課】【教育施設課】【スポーツ課】【博物館】【学校教育課】 

【指導課】【教育支援課】 

  イ 臨時職員の任用に関する決裁において、宣誓日の日付が任用開始日前。 

     上記対象課～【学校教育課】【人権・同和教育課】 

ウ 決裁日漏れ。 

上記対象課～【教育施設課】【スポーツ課】【博物館】【指導課】 

  エ 駐車券出納簿において、摘要欄に繰り返し記号「〃」で記載。 

     上記対象課～【人権・同和教育課】【教育支援課】 

  オ 決裁文書において、個人情報を含む文書を「個人情報なし」と記載。 

     上記対象課～【学校教育課】【指導課】【教育支援課】 

 

 ＜各課個別事項＞ 

【教育総務課】 

 （１）支出事務について 

次のとおり不適切な事例が見受けられた。不備のない適切な事務処理を行うこと。 

ア 実績報告書及び請求書の様式が交付要綱に定められた様式と相違。 
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イ 納品書の日付が仕様書の納入期限以後。 

（２）契約事務について 

次のとおり不適切な事例が見受けられた。不備のない適切な事務処理を行うこと。 

 ア 実施計画書及び委託契約書の日付の砂消しによる字句訂正。 

  イ 見積書の住所漏れ。 

 

【教育施設課】 

 （１）支出事務について 

    次のとおり不適切な事例が見受けられた。不備のない適切な事務処理を行うこと。 

  ア 名刺印刷にかかる経費の細節を消耗品費で処理。 

  イ 単価契約していないものを支出負担行為兼支出命令書で処理。 

  ウ 研修参加に伴うテキスト代を負担金補助及び交付金で支出。 

 

【社会教育課】 

 （１）支出事務について 

    次のとおり不適切な事例が見受けられた。不備のない書類の提出を求め、受領時には十分

確認するとともに、適切な事務処理を行うこと。 

  ア 裏紙や広告の裏を使用しての作業日誌の提出。 

  イ 市外出張旅費において、連続３日間の日帰りについて、一括しての旅行命令作成。 

（２）文書管理について 

    駐車券出納簿において、摘要欄に払出しの使用目的が記入されていない事例が見受けられ

た。不備のない適切な事務処理を行うこと。 

 

【スポーツ課】 

（１）収入事務について 

    窓口での収納金について、金融機関への払込みが遅延していた事例が見受けられた。即日

又は翌日の午前中に払込みの手続きを行うこと。 

 （２）現金等の管理について 

    駐車券出納簿において、３月末の所属長の確認日、確認印が漏れていた事例が見受けられ

た。不備のない適切な事務処理を行うこと。 

 （３）支出事務について 

    次のとおり不適切な事例が見受けられた。不備のない書類の提出を求め、受領時には十分

確認するとともに、適切な事務処理を行うこと。 

  ア 前払金で支出した役務費、委託料について、履行確認漏れ。 

  イ 使用料及び賃借料の支出において、支出負担行為書に金額の根拠となる証拠書類の添付漏

れ。 

  ウ 補助金の支出において、事業完了報告書に業務完了の内容がわかる書類の添付漏れ。 

  エ 需用費の支出において、支出負担行為書と異なる件名や請負業者名の工事写真の添付。 
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 （４）備品管理について 

    備品ラベルが貼付されていない事例が見受けられた。不備のない適切な事務処理を行うこ

と。 

 （５）契約事務について 

    次のとおり不適切な事例が見受けられた。不備のない適切な事務処理を行うこと。 

  ア 委託契約書において、契約締結日が委託業務開始日以後の日付。 

  イ 委託契約において、実績報告書の提出漏れ。 

  ウ 原課契約工事発注・監督・検査チェックリストにおいて、検査時のチェック漏れ。 

 （６）文書管理について 

    次のとおり不適切な事例が見受けられた。不備のない適切な事務処理を行うこと。 

  ア 所属長印漏れ。 

  イ 車両台帳において、車検の次期満了日等の記載漏れ及び車検証等の写しの添付漏れ。 

  ウ 臨時職員任用に関する決裁において、申請者の申請日漏れ。 

  

【図書館】 

（１）収入事務について 

    ３月に現金出納簿に記帳した刊行物複写料について、金融機関への払込みが４月に繰り越

したことから、翌年度の収入となっていた。適切な事務処理を行うこと。 

（２）支出事務について 

  旅費の支出において、運賃の過払いや日当の支払い漏れがあった。適切な事務処理を行う

こと。 

 （３）文書管理について 

次のとおりの事例が見受けられた。不備のない適切な事務処理を行うこと。 

ア 公用車の車両台帳において、修繕の記録の様式の作成漏れ。 

イ リース車の車両台帳が作成されておらず、車検証の写しのみ保管。 

ウ 臨時職員任用関係の決裁において、通勤届の届出日や認定日の記入漏れ。 

エ 旅行命令簿において、連続２日間の日帰り出張をまとめて作成。 

 

【博物館】 

（１）支出事務について 

    見積年月日が、支出負担行為日後となっていた事例が見受けられた。不備のない書類の提

出を求め、受領時には十分確認するとともに、適切な事務処理を行うこと。 

 （２）文書管理について 

自動車運行日誌において、運行記録（運行時間）の記載が漏れている事例が見受けられた。

不備のない適切な事務処理を行うこと。 

（３）備品管理について 

    備品の表示がされていない事例が見受けられた。不備のない適切な事務処理を行うこと。 
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【学校教育課】 

（１）支出事務について 

    次のとおり不適切な事例が見受けられた。不備のない書類の提出を求め、受領時には十分

確認するとともに、適切な事務処理を行うこと。 

 ア 印刷製本費（名刺）の支出において、公費負担の限度額を超えて発注。 

イ 委託料の支出において、請書の印と見積書及び請求書の印の相違。 

ウ 納品書の写しを添付。 

エ 請求書の原本証明の所属長印漏れ。 

（２）契約事務について  

  委託料の契約書において、収入印紙を消印していない事例が見受けられた。不備のない書

類の提出を求め、受領時には十分確認すること。 

（３）文書管理について 

    臨時職員の任用に関する決裁において、通勤届、履歴書の日付が漏れている事例が見受け

られた。不備のない適切な事務処理を行うこと。 

  

【人権・同和教育課】 

 （１）支出事務について 

    旅費計算書において、路線欄の記載が誤っていた事例が見受けられた。不備のない適切な

事務処理を行うこと。 

    

【指導課】 

（１）支出事務について 

    次のとおり不適切な事例が見受けられた。不備のない書類の提出を求め、受領時には十分

確認するとともに、適切な事務処理を行うこと。 

  ア 旅費において、自家用車公務使用承認簿兼日帰り旅行命令簿（市内）を１年分まとめて作

成、支出。 

  イ 役務費、使用料及び賃借料において、債権者が同じであるにもかかわらず請求書の印影が

相違。 

  

【教育支援課】 

 （１）現金等の管理について 

    駐車券出納簿において、出納員の確認印が漏れていた事例が見受けられた。不備のない適

切な事務処理を行うこと。 

  

 ２ 意 見 

 

 ＜各課共通事項＞ 

 （１）財産管理について＜所属長の抽出実査と記録保存の徹底＞ 

所属長は、抽出実査により紛失の有無や品質保持の確認を行うこと。併せて、実査を実効

あるものとするため、実査した記録（日時、対象、数量、特記事項、担当者・所属長の確認
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印など）を文書にして残すこと。さらに、毎年度決算における在庫数量を保証するため年度

末においては、必ず台帳との数量突合を行うこと。            【改善事項】 

上記対象課～【教育総務課】【教育施設課】【社会教育課】【スポーツ課】【図書館】 

【博物館】【学校教育課】【人権・同和教育課】 

（２）委託契約について 

    委託料の内容について、きめ細かい精査や委託先と対等に交渉ができるよう、専門的技術、

原価計算や法律解釈などについての知識及び交渉能力を身につけた実務能力の高い職員を育

成し、安易な委託の防止や委託コストの合理的圧縮など、より無駄のない委託コストの実現

に積極的に取り組むこと。                       【改善事項】 

    上記対象課～【全所属】 

（３）労務管理の徹底と時間外勤務の縮減について 

 ア 時間外勤務が恒常化しており、年間３６０時間を超える職員が多く見受けられた。所属長

は、職員の健康管理の面から、時間外勤務は本来縮減すべきものであることを強く意識して、

業務管理を行うこと。また、特定の職員に業務が集中しないよう、係間での応援体制や事務

分担の適正化、平準化を図るとともに、工夫を凝らして業務の効率化、省力化を進め、時間

外勤務を縮減すること。                        【改善事項】 

   上記対象課～【教育総務課】【教育施設課】【社会教育課】【スポーツ課】【博物館】 

【学校教育課】【人権・同和教育課】【指導課】 

イ 厚生労働省の定めている過労死の労災認定基準(*)を上回る勤務状況が多く見受けられた。

具体的に業務の内容や進め方を見直し、過重労働を早急に改善すること。  【改善事項】 

    * 過労死の労災認定基準：発症前１か月間に概ね１００時間又は発症前２か月間ないし６か月間にわた

って、１か月あたり概ね８０時間を超える時間外労働を過重業務の評価の目安としている。 

上記対象課～【スポーツ課】【学校教育課】 

ウ 時間外勤務が年間１，０００時間を超える職員が見受けられた。業務量と人員配置のバラ

ンスがとれた労務管理が行われておらず、職員が健康を損ね、業務において過誤が発生する

おそれがある。今後とも業務改善と労務管理を徹底し、職員を守るための取組みを行うこと。

また、業務量増加等の数値化などにより業務量と人員配置の関係を分析し、業務の抜本的な

選択・見直しをするとともに、説得力のある根拠に基づいて増員要求を行い、異常な労働環

境を早急に改善すること。                       【改善事項】 

  上記対象課～【スポーツ課】 

（４）主要事業の目標設定と評価について 

    業務棚卸表は組織の任務目的を明確にし、目的達成に必要な基本的な手段を記述したもの

で、成果・活動指標の目標年度、目標値を設定し、その達成度によって手段の有効性等の評

価を行うものである。しかし、目標値の設定にあたり客観性に欠けると思われるものが見受

けられる。目標値の達成を図るため、職員一人ひとりの具体的な取組が反映される項目を所

属としての目標として設定すること。併せて、目標とした根拠や目標値の計算基礎を明確に

すること。                              【改善事項】 

    上記対象課～【教育総務課】【教育施設課】【スポーツ課】【図書館】【指導課】 

【教育支援課】 
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（５）内部事務管理について 

   所属長は、「定められたルールに基づいた事務執行」や「上位職による牽制やサポート」

の重要性を職員に意識づけし、日常的に確認すべき事項の定型化による業務精度の向上、上

位職によるダブルチェックを行うなど、内部事務管理の改善を図るとともに、組織としての

マネジメントを徹底すること。                     【改善事項】 

    上記対象課～【全所属】 

 （６）契約事務について 

    原課契約において、見積書の封筒が保存されていない事例が見受けられた。開封手続きの

証拠書類として、見積書と併せて封筒も保存すること。          【改善事項】 

    上記対象課～【教育施設課】【スポーツ課】【学校教育課】 

 （７）学校づくりビジョンについて 

    各学校において、学校づくりビジョンを策定しているが、業務執行上懸案となっている事

項として、「生徒の実態において、学力・自己有用感・達成感・社会への関心等の低さ」を

あげている学校がある。他の学校でも共通した課題と思われることから、各学校における具

体的な課題を十分に掌握した上で予算配分を行い、学校づくりビジョンの達成に向けて、新

しい取組みなどより有効的に達成できるよう、さらに効果的な支援を行うこと。 

                                      【改善事項】 

    上記対象課～【指導課】【教育支援課】 

 （８）学校プールの開放について 

    夏休み中の小学校のプール開放の運営委託をＰＴＡにしているが、７月３１日までしか実

施しない学校が多く、十分活用されているとは言えない。中央緑地プールを閉鎖廃止したこ

とを考慮し、夏休み期間中プール開放が実施できるよう見直すこと。     【改善事項】 

    上記対象課～【教育総務課】【スポーツ課】 

 

 ＜各課個別事項＞ 

 【教育総務課】 

（１）科学教育奨学資金について 

  理科系の学問を学ぶ人材の支援、育成を図り、科学教育を振興するため、四日市市科学教

育奨学資金のより効果的なＰＲ、周知を行うこと。            【改善事項】 

（２）奨学資金貸付金の滞納対策について 

    滞納対策の取組みを行っているが、滞納発生の時間的経過とともに、回収は困難となる。

滞納には、速やかに対策を講じ、早期回収を図ること。          【改善事項】 

（３）教育委員会に係る総コストの把握について 

    消耗品費などの一般経費に加え、職員の人件費、建物の賃借料や減価償却費なども含め

た教育委員会運営に係る総コストを把握し、それに基づいてどれだけの教育サービスが展

開できているかを意識して教育委員会運営にあたること。           【改善事項】 

（４）教育委員会の事務分掌の再編成について 

    教育委員会各所属の事務分掌について、業務の重複や所掌していることが適当でない場

合が見受けられた。適切な役割分担、業務範囲等の再編成について、効率性を勘案して見直

しを行うこと。                            【改善事項】 
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（５）労務管理の徹底と時間外勤務の縮減について 

時間外勤務の縮減に努め、年間３６０時間を超える職員を１人まで減らした。しかし、

教育委員会事務局の中には、年間１，０００時間を超える職員もいる。教育総務課の取り

組みを模範として示すとともに、原課だけでは対応できない状況も見受けられるので、適

切に指導・管理すること。                         【改善事項】 

 

【教育施設課】 

（１）財産管理について 

    行政財産目的外使用については、行政財産使用許可書の内容を再確認し、許可物件の稼

働・管理状況については、年１回以上実査すること。併せて、実査を実効あるものとするた

め、実査した記録（日時、対象、数量、特記事項、担当者・所属長の確認印など）を文書に

して残すこと。                             【改善事項】 

（２）委託契約について 

  ア 委託料の請書に、仕様の事項が「別紙のとおり」と記載されているが、仕様書が添付され

ていない事例が見受けられた。請書には仕様書を添付するとともに、請書と仕様書の内容に

ついて不備のないよう精査すること。                  【改善事項】 

  イ 委託契約の見積依頼書において、仕様書に契約に関係のない工事に関する条項が記載され

ていた事例が見受けられた。仕様書の内容について不備のないよう精査すること。 

                                      【改善事項】 

（３）学校施設環境整備事業について 

 ア 昭和３０年～４０年代に建築された小中学校２５校の改築・大規模改修については「四日

市市総合計画（平成２３年度～３２年度）」に掲げられている。改築・大規模改修に要する

莫大な費用だけでなく、実施する学校においては、その施設の「維持管理費」を十分に考慮

して計画的かつ効率的に実施すること。                 【要望事項】 

 イ 教育環境整備に要する財源を確保するために学校施設整備基金を保有しているが、改築・

大規模改修もその財源とするのかも含めて、基金の目標額設定や今後の活用方法について検

討すること。                             【要望事項】 

（４）ＰＦＩ方式による事業について 

  ア 小中学校４校の整備及び維持管理は一括してＰＦＩ方式(*)により実施している。契約期

間は、平成１６年度から３８年度までの長期にわたっており、業務の品質レベルの維持・向

上が必要である。そのために、日常の維持管理の状態を抜き取りで実査をすること。さらに、

継続して均一な取組が行われるよう、立入検査時のチェックポイントを明確にし、手順書を

作成すること。                            【改善事項】 

* ＰＦＩ方式：公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し

て行う手法                           

  イ ＰＦＩ方式による学校の整備及び維持管理費は長期にわたり分割して支払うことになる。

支払期間における金利見合い分の合計額や先払いの可能性について研究すること。 

        【要望事項】 
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（５）学校施設、設備の長寿命化について 

    今ある施設等を大切に長く使用できるように長寿命化に取り組んでいる。一つの学校が何

年経過したからだけではなく全体を見据えて取り組み、学校施設、設備の長寿命化について

検討し、アセットマネジメントを徹底すること。そのためにも、学校長に明確な方向付けを

するとともに、学校におけるチェックとのダブルチェック機能を働かせる体制を構築するこ

と。                                 【要望事項】 

（６）通学路交通安全施設整備事業について 

   児童生徒の通学時の安全確保について、カーブミラーや転落防止柵の設置など通学路にお

ける交通安全施設の整備を推進している。通学路の安全確保は重要であり地域や学校、関係

部署と十分な調整や協力体制の下、引き続き通学路の安全確保を図ること。 【要望事項】 

（７）借用物件について 

   国有地を学校用地として借用しているが、管理・経費の面から購入について検討すること。 

                               【要望事項】 

（８）学校施設等弁償金について 

    弁償金の事務処理は、債権管理検討・推進本部における全庁的な債権管理の適正化を踏ま

えて、遺漏がないよう適正な徴収対策に努め、不納欠損処分についても、要件を明確にし適

正に行うこと。                            【改善事項】 

 

【社会教育課】 

（１）支出事務について 

    委託期間中に相手方の代表者等が変更した場合は、支出負担行為書等に変更履歴を記載し

て経緯がわかるようにしておくこと。                  【改善事項】 

（２）財産管理について 

大きな面積の土地を管理しているが、境界については、わかりにくいところがないか、境

界杭の有無を確認すること。                      【改善事項】 

（３）委託契約について 

委託契約において、請書と仕様書の内容に齟齬のある事例が見受けられた。請書と仕様書

の内容について不備のないよう精査すること。              【改善事項】 
（４）事務分掌について 

  ア 社会教育課の事務分掌において、１２項目中８項目が文化財に関することである。課の事

務分掌の内容を絞り込み、目的や範疇について再度見直すこと。      【要望事項】 

  イ 文化財の調査・研究などには、専門知識を持つ学芸員の業務が重要である。課の事務分掌

の見直しと整理により、業務の焦点を明確にして、学芸員がその専門性を発揮できるよう組

織体制や職制などの環境整備を図ること。                【要望事項】 
（５）四日市市ＰＴＡ連絡協議会補助金について 

    公立の学校に通う子どもと私立の学校に通う子どもに差がついていることを認めているよ

うな疑義を抱かせないようなことを目的に適正な補助を行うこと。     【要望事項】 
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 （６）四日市市子どもの読書活動推進計画について 

    多くの課が関与しており、社会教育課は総括する立場となっている。各課の事業をヒアリ

ングするなかで、欠けている視点や問題点を分析し、充実した計画とするためフィードバッ

クできるようにすること。                       【要望事項】 

（７）学校開放について 

  地域の社会教育活動を支援する学校開放（教室）を実施している。今後の学校開放のあり

方に資するため、利用状況について掌握すること。            【改善事項】 
（８）社会教育委員会議について 

    社会教育委員会議で議論され助言・指導を受けた案件については、直接の担当課の対応状

況を社会教育課としても把握すること。                 【改善事項】 
（９）文化財について 

 ア 天然記念物や歴史的価値のある文化財の調査・研究にあたっては、専門性の観点から他部

局との連携が必要である。他都市の事例も参考にし、博物館や環境部との連携を図ること。 

                               【要望事項】 

イ 文化財の保護に加えて、観光の視点からも四日市市の魅力のＰＲにつなげるため、全市的

に看板や表示を整備し、市民や市外からの来訪者に周知を図ること。    【改善事項】 
ウ 文化としての伝統を持つ祭りについて、情報を収集・整理し周知を図ること。 

                                    【改善事項】 

エ 国からの補助を受けて埋蔵文化財に重点を置いて事業を実施しているが、国県市の指定し

た天然記念物をはじめ、有形、無形にとらわれず、より広い視点から文化財をとらえて、保

存や紹介の仕方について、次の世代に引き継ぐ、市民との協働のあり方を検討すること。 

                                    【要望事項】 
 

【スポーツ課】 

（１）現金等の管理について 

    桜運動施設について、日常の管理や牽制体制を再点検し、事故防止を徹底すること。 

                       【改善事項】 

 （２）運動施設整備事業について 

    整備計画策定にあたっては、現場を実査して施設ごとの稼働状況を把握・分析し、整備の

必要性の是非を明確にすること。次期計画策定や予算要求につなげ、長寿命化を図るなど計

画的な施設整備を進め、運動施設の利便性や安全性を向上させること。 【改善事項】 

 （３）契約事務について 

  ア 原課契約工事において、請書に仕様書が添付されていない事例が見受けられた。請書には

仕様書を添付するとともに、請書と仕様書の内容について不備のないよう精査すること。 

            【改善事項】 

  イ 委託契約において、契約書に仕様書が添付されていない事例が見受けられた。また、契約

書と仕様書（案）や契約書の件名と委託内容に齟齬が見受けられた。契約書には仕様書を添

付するとともに、契約書と仕様書の内容について不備のないよう精査すること。 

【改善事項】 
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  ウ 多くの委託契約を締結し委託料を支出している。委託契約の際の仕様書などのチェックポ

イントをマニュアル化するなど、事務処理の効率化を図ること。      【改善事項】 

 （４）補助金について 

  ア 補助金については、それぞれの積算基礎を明解にして、毎年度見直しを行い、市民への説

明責任が果たせるようにすること。 【改善事項】 

  イ 補助金交付申請などの様式を統一して審査しやすくしたり、申請書や報告書のチェックポ

イントをマニュアル化するなど、事務処理の効率化を図ること。 【改善事項】 

 （５）総合型地域スポーツクラブについて 

    総合型地域スポーツクラブの育成にあたっては、クラブを牽引する人財面と事業継続の

ための財政面の課題がある。継続するために有効な方策の立案に取り組むこと。 

【改善事項】 

 

【図書館】 

（１）新図書館整備について 

  新図書館の構想に当たっては、人口の減少や書籍の電子化、インターネットの普及など環

境の変化や図書館機能のあり方など、他市の状況を参考にしながら十分に議論し、取りまと

めること。                              【要望事項】 

（２）図書館サービスの向上について 

本の案内表示を工夫してわかりやすくすること。また、館内では、声をかけて案内するな

ど、サービスの向上により一層努めること。               【要望事項】 

（３）図書以外の資料の保管について 

    図書館で保管するものとして、地図や図面があるが、電子化するなどして、調査や活用が

しやすい環境を整えること。                      【改善事項】 

 

【博物館】 

（１）契約事務について 

   博物館設備管理業務委託の仕様書において、冷凍保安責任者は、「第一種及び第二種冷凍

機械責任者」の資格を有するものと記載されているが、有資格であることを確認できる書類

が添付されていない事例が見受けられた。確認できる書類を徴収し保管すること。 

【改善事項】 

 （２）学芸員について 

ア 博物館には、歴史・美術工芸の学芸員しか配置されていないが、より高度な企画・研究・

運営のため、市全体の問題として他分野の学芸員を確保し、博物館としての体制を整えるこ

と。                                 【改善事項】 

  イ 学芸員として、専門能力が有効に活かされるようプロフェッショナルとしての格付けにつ

いて検討し、その専門性が十分発揮できる組織体制となるよう見直すこと。 【改善事項】 

 （３）ボランティアの活用について 

    来場者の案内などにボランティアを活用しているが、助言や調査研究などにも協力しても

らえるようボランティアの裾野を広げる取組みに努めること。       【要望事項】 
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（４）博物館のＰＲについて 

  ア 博物館の認知度や注目度を上げるためのＰＲの手法について、メディアの活用を含め、来

館者を増やす広報活動を行うこと。                   【改善事項】 

  イ 展覧会等の企画の意図や良さが、来場者にうまく伝わるよう展示の方法を工夫するなど、

来場者の感銘度を高め、何度でも観に行きたい、人に勧めたいと思えるような博物館を目指

すこと。                               【改善事項】 

ウ 収蔵品のデータベース化とホームページによる公開について、既に取り組みを始めており、

当博物館の価値ある収蔵品をより多くの人に知ってもらうための有効な手段と考える。多数

の収蔵品を観る機会を増やし、来場者数の増につながるようホームページの掲載内容や構成

について工夫すること。また、収蔵品の展覧会について魅力ある企画に取り組むこと。 

                     【改善事項】 

 （５）プラネタリウムについて 

ア 番組の企画について、アニメ番組中心ではなく様々な年齢層のニーズに合うよう魅力ある

番組構成に努め、来館者を増やすような工夫をすること。         【改善事項】 

イ 博物館のＰＲとして、話題性のある短時間番組を作成し、ＰＲ方法の見直しを行うととも

に、当市のプラネタリウムの知名度を上げる取り組みを行うこと。     【要望事項】 

 （６）博物館のリニューアルについて 

    平成２７年３月には、「四日市公害と環境未来館」の開館と併せて博物館もリニューアル

オープンする。博物館、プラネタリウムと「四日市公害と環境未来館」の役割を持ち合わせ

た施設として、相乗効果を発揮し有効に活用できるよう環境部と連携し企画運営に取り組む

こと。                                【要望事項】 

 （７）資料の収集について 

  ア 収集の位置づけを明確にし中長期的な収集を進めるため、市民からの寄贈についての条件、

基準を条例又は規則、要綱などに定めた上で、収集に努めること。     【要望事項】 

  イ 資料の収集にあたっては、博物館のコンセプトの下、目標を持ち、より良い資料の収集に

努めること。                             【要望事項】 

（８）博物館の経営について 

    博物館の運営を維持するためには、展示や物品の管理、収入増の取組など経営感覚が必要

である。定期的に収入減、費用増などの異常値を把握することで、早期に対策を講じること

ができる。定期的な部門ごとの収支報告書を作成するとともに、検討会を行い、数字に基づ

いて運営管理を行うこと。                       【改善事項】 

 

【学校教育課】 

（１）支出事務について 

    委託料の支出において、代表者等が変更していた事例が見受けられた。支出負担行為書等

に変更履歴を記載して経緯がわかるようにしておくこと。         【改善事項】 

 （２）契約事務について 

   需用費（修繕料）及び委託料の請書に、仕様書が添付されていない事例が見受けられた。

請書には仕様書を添付するとともに、請書と仕様書の内容について不備のないよう精査する

こと。                                【改善事項】 
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 （３）就学時検診について 

    四日市市立小学校長会に対して新入学児童就学時健康診断諸検査を委託しているが、委託

先として適切か委託料の積算根拠が妥当なのか見直しを行い、十分な説明ができるようにす

ること。                               【改善事項】 
 （４）教育力の向上について 

    教職員にとって、児童・生徒に基礎学力をつけることは、次のステップに上がるために重

要な責務である。また、人間的にも魅力ある教職員を目指すべきである。教育力と魅力ある

人間性を持ち合わせた教職員を育成するよう努めること。         【要望事項】 

 （５）特別支援担当の人員確保について 

    特別支援を必要とする児童・生徒は、年々増加傾向にある。支援や介助を行える職員につ

いて、専門知識を持った人財を確保するために、教育委員会だけではなく関係部局等とも連

携を図り情報を共有し、配置すべき人員を十分確保すること。       【改善事項】 

 （６）学校の運営管理について 

学校の財産管理、予算執行管理について、明確な方向性を示すことは教育委員会の役割と

考える。多額の予算が投入されていることについて、学校側の運営管理の意識づけや改善の

ため、学校に対し指導・牽制を行うこと。また、教職員の服務規律遵守についても、徹底を

図ること。                              【改善事項】 

 （７）事務分掌について 

    学校教育課の事務分掌について、業務内容が明確にわかるよう各項目について細目を整理

すること。また、給食に関する業務が、当課の業務としてあてられていることが適当かどう

かについて、教育委員会は見直しを行うこと。              【改善事項】 

 （８）光熱水費に係る使用量の管理について 

    小中学校の電気、ガス、上下水道にかかる経費について、多額の予算を執行している。１

校当りの数量や月々の推移などにより使用量や金額を管理し、異常を早期に発見し対応でき

るよう実態の把握と管理方法について工夫し、無駄のない予算執行を行うよう方向付けるこ

と。                                 【改善事項】 

 （９）教育行政について 

    少人数学級により、児童・生徒に目が行き届くよう取り組みを行っているが、教育環境の

向上には、教職員の力や運営のあり方が重要である。社会の実態、子どもたちの現実などを

学校、教育委員会だけでなく外部の意見も取り入れながら、教育行政について今後も時代に

合わせた改善、向上に努めること。                   【要望事項】 

 （10）飼育動物の管理について 

    各学校において、様々な動物を飼育している。対象動物ごとに獣医師による指導や法定検

査、注射などの必要性の有無を把握し、適切な管理を行うこと。      【改善事項】 

 （11）学校図書館について 

    児童・生徒に調べ学習や読書の習慣を身に付けさせることは大切である。児童・生徒が手

に取ってみようと思えるような工夫や整備等を行い、利用度の高い図書館とすること。 

                                【改善事項】 
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 （12）学校給食について 

  給食にかかる保護者からの集金額とトータルコストを把握すること。また、補助金を支出

している学校給食協会における食材の仕入れ数量、単価決定等日常管理について、当法人に

対する牽制を行うこと。                        【要望事項】 

 （13）中学校給食について 

    中学校給食については、生徒からの予約によるデリバリー方式であり、様々な取り組みは

しているものの喫食率は３割程度に伸び悩んでいる。その要因の一つとして、生徒のニーズ

に合っていないという可能性もある。公費負担として多額の税金が投入されていることを改

めて認識し、競争性が担保された業者選定を行うことを含め、生徒に利用されるものとなる

よう根本的に見直すこと。                       【改善事項】 

 

 【人権・同和教育課】 

（１）学校人権教育リーダーについて 

    研修会を修了した学校人権教育リーダーが、学校現場の人権教育の推進において、学んだ

知識を活かして実践や還流報告を行い、リーダー研修を受けていない全教員の底上げにつな

がる機会を設けること。                        【要望事項】 

（２）地域における人権教育の推進について 

    地域における人権教育活動のために様々な事業が実施されている。お互いの触れ合いの中

で幅広くバランスのとれた人権意識が子どもたちに醸成されていく機会となるよう、より多

くの児童・生徒が参加できるための内容の工夫・改善の取組みを行うこと。 【要望事項】 

（３）自己実現支援事業について 

    地域によって対象となる子どもの数が異なるものの、それぞれ対象となる子どもが必ず参

加できるように工夫すること。                     【改善事項】 

（４）四日市人権・同和教育研究会について 

    参加者の構成比率が例年固定化している。学校・行政の関係者にとどまらず、一般市民へ

の参加要請を図るとともに、自己財源比率の向上を図るために、参加者の規模を拡大したり、

新たな収入源についても検討すること。                 【要望事項】 
（５）職員の資質向上について 

    市内各小中学校で人権教育が実施されることを任務目的としている。この目的実現のため

事業を展開するには、職員の活動の占める比重が大きい。情報の収集と蓄積に努め職員の

一層の資質向上を図ること。                      【要望事項】 
（６）各地域の人権教育推進協議会について 

    各地域の人権教育推進協議会の開催する事業には、児童生徒も含めてより多くの参加が得

られるよう努めるとともに、教育委員会からも参加に努めること。     【要望事項】 

 （７）週休日の振替・代休について 

人権プラザで勤務する職員については、土曜日・日曜日の事業に従事する機会が多いこと

から、適切に週休日の振替や代休の付与を行うこと。           【改善事項】 
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 【指導課】 

 （１）委託契約について 

    学校図書館いきいき推進事業において、業務委託で図書館司書を全小中学校へ派遣してい

るが、業務内容や履行確認のチェックポイントを改めて明確にし、業務の維持向上を図るこ

と。                                 【改善事項】 

（２）学びの一体化推進事業について 

  ア 中学校区で幼稚園・保育園・小学校、中学校が連携を密にし、一貫性・系統性のある教育

を推進する「学びの一体化」に取り組んでいる。平成２４年度から全２２中学校区で実施し

ているが、当初は一部を指定して実施してきた。当初から取り組んできた学校とそうでない

学校の差異を比較分析し、事業の成果を見極め今後の展開にむすびつけること。 

                                      【改善事項】 

  イ 「学びの一体化」の理念や目的が学校現場に十分に浸透していない。現場との共通認識を

図るよう、事業のあり方を改めて見直すこと。              【改善事項】 

  ウ 推進協力校区において、全国学力・学習状況調査や到達度検査（ＣＲＴ）の結果分析を行

っているが、検査実施後のフォローアップが必要である。「学びの一体化」として取り組ん

でいる授業改善や交流指導など事業の効果がすべての児童・生徒に行き渡るよう取組みに努

めること。                              【要望事項】 

 （３）自然教室事業について 

    四日市市少年自然の家において自然教室を実施し、体験活動をしているが、児童・生徒が

各学校の校内や周辺にある身近な自然に触れる機会を増やすよう取り組むこと。 

                                      【改善事項】 
 （４）スクールカウンセラーについて 

  ア 平成２５年度から臨床心理士をスクールカウンセラーとして全小中学校に配置し、約１万

件の相談実績となっている。平成２６年度においても相談は増加傾向にあり、体制を充実さ

せた。専門的な立場からのカウンセリングと教職員によるきめ細やかな相談・指導により、

児童・生徒の心の問題の解決に取り組むこと。              【要望事項】 

  イ スクールカウンセラー報償費の支出について、業務報告書の勤務状況を学校長印で訂正し

ていた事例が見受けられた。業務報告書はカウンセラーが記載するものであり、カウンセラ

ーが訂正印を押すように改めること。                  【改善事項】 

 （５）コミュニティスクールの充実について 

    平成２５年度実績で市内１４小中学校を四日市版コミュニティスクールとして指定し、学

校・家庭・地域と協働した開かれた学校づくりを推進している。教職員が地域に出向いて、

地域事情を知って、はじめて学校・家庭・地域の一体感が醸成されることを認識し、地域と

ともに、学校づくりに努めること。                   【要望事項】 

 （６）Ｑ－Ｕ調査について 

    児童・生徒の満足度や意欲等を診断するＱ－Ｕ調査において、不登校リスク群調査を本市

独自に実施している。事例検討での議論を通して、課題解決の方策を見出し、積極的に取り

組むこと。                              【要望事項】 
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 （７）学校における時間外勤務について 

小中学校においても教育相談、生徒指導や家庭訪問等により時間外勤務が恒常化している

状況が見受けられる。指導課が主導して縮減に向けて取り組むこと。    【改善事項】 

 

 【教育支援課】 

 （１）重要物品について 

    取得後２０数年経過した映写機をここ数年は使用していない。品質の確認や今後使用する

見込みがあるかを判断し、使用する見込みがなければ適切な事務処理を行うこと。 

                           【改善事項】 

（２）教職員の資質・能力向上について 

  ア 教師力の向上を図るため、教師力サポートブック「教師力向上研修」を活用した取り組み

が行われている。各種研修の自己評価の結果は、内容を分析し今後の研修に反映させること。

併せて、教師一人ひとりが向上心を持てるよう支援すること。       【改善事項】 

  イ 授業に対し、子どもに興味をもたせるにはどうしたらよいか、いろいろと視点を変えて実

践することで教師力向上につながる。授業の中で多面的な見方ができるよう支援し、教師力

向上に努めること。                          【要望事項】 

 ウ 特別支援教育については、各校に特別支援担当１名を設け、臨床心理士による小学校巡回

やスーパーアドバイザーによる中学校巡回教育相談などの取組みが行われている。また、特

別支援教育指導者の養成講座を実施して、専門知識の習得に努めている。特別支援を必要と

する子どもが増加傾向にあることから、学校全体が特別支援教育に対しての理解を深め、体

制の強化を図り、より一層の取組みを行うこと。             【要望事項】 

（３）相談支援ファイルの活用について 

  ア 乳幼児期から学校卒業後を見通した「途切れのない支援」の充実を図るため、相談支援フ

ァイルを活用している。相談支援ファイルの活用方法を保護者が十分理解し、より効果的に

活用できるように支援すること。                    【改善事項】 

イ 高等学校への進学時に、相談支援ファイルを引き継げるように中学校、高等学校の双方に

依頼している。継続した「途切れのない支援」を進めることができるよう、高等学校への引

き継ぎの体制を構築すること。                     【改善事項】 

（４）幼小中のつながり・連携について 

    「途切れのない支援」を幼稚園、小学校、中学校や関係機関と連携して行っているが、他

の自治体では公立、私立の幼稚園や小学校同士の交流を積極的に行っているところもある。

これらの自治体を参考にするなど、幼小中のつながり・連携について検討すること。 

             【要望事項】 

（５）ＩＣＴの活用について  

 ア コンピュータや電子黒板を活用してコミュニケーションを図り、課題解決や多様な表現手

法などの学習環境が整備され、ＩＣＴを活用した授業が行われている。ＬＡＮの危険性など

学校のＩＴ環境を再確認するとともに、より一層の活用を図ること。    【要望事項】 

イ ＩＣＴの活用の仕方が学校によって差があると思われる。活用状況を十分に把握するとと

もに、ＩＣＴを活用した授業の効果を検証すること。           【改善事項】 
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ウ 教育情報通信システムの機器リースについては多額の費用を要している。保守点検費や修

繕費などの年間トータルコストも把握するとともに、契約書や仕様書の内容を再確認し、費

用の妥当性を検証すること。                      【改善事項】 

 


